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は
じ
め
に

日
本
古
代
の
政
治
史
研
究
は
藤
原
氏
を
「
新
制
的
」、
大
伴
氏
を
「
旧
制
的
」

と
い
う
枠
組
み
に
当
て
は
め
た
竹
内
理
三
氏（

（
（

の
見
解
、
議
政
官
構
成
の
変
遷
か

ら
律
令
国
家
の
展
開
過
程
の
中
で
藤
原
氏
以
外
の
氏
族
が
衰
退
し
て
い
っ
た
と

す
る
長
山
泰
孝
氏（

（
（

の
見
解
が
通
説
的
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。
両
者
の
見
解
は

批
判
的
に
継
承
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
二
項
対
立
的
図
式
に
基
づ

い
た
政
治
史
へ
の
理
解
は
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
近
年
敗
者
の

視
点（

（
（

か
ら
日
本
古
代
史
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
お
り
、
そ

れ
は
二
項
対
立
図
式
へ
の
反
省
を
起
点
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
先
に
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
を
め
ぐ
る
大
伴
古
麻
呂
の
政
治
的
立
場
に
つ

い
て
検
討
し
、
彼
が
光
明
皇
太
后
の
「
近
臣
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
古
麻
呂
が
大

伴
氏
の
安
麻
呂
系
非
嫡
流
で
あ
り
な
が
ら
遣
唐
副
使
や
弁
官
に
任
用
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
子
・
継
人
か
ら
曾
孫
の
善
男
ま
で
「
貴
族
官
人
の
再
生
産
」

が
果
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た（

（
（

。
院
政
期
に
は
「
家
」 

が
成
立（

（
（

す
る
と

と
も
に
、
議
政
官
へ
の
昇
進
コ
ー
ス（

（
（

お
よ
び
「
家
職
」
が
設
定（

（
（

さ
れ
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
奈
良
時
代
に
も
同
様
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
。
た
だ

し
、
大
伴
氏
の
系
図
復
元
案
を
示
し
た
も
の
の
、
紙
数
の
関
係
に
よ
り
、
詳
細

な
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
旨
を
付
記
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
特
に
古
麻
呂

の
系
譜
的
位
置
づ
け
は
彼
の
政
治
的
立
場
へ
の
理
解
に
関
わ
る
た
め
、
今
回
そ

の
実
証
を
中
心
と
し
た
本
稿
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
。

大
伴
氏
の
系
図
は
『
続
群
書
類
従
』
第
七
輯
下
・
系
図
部
所
収
の
「
大
伴
系

図
」「
伴
氏
系
図
」
な
ど
が
存
す
る
も
の
の
、
信
頼
に
堪
う
る
も
の
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
六
国
史
や
そ
の
他
の
史
料
で
補
う
ほ
か
な
い
が
、
安
麻
呂
系
、
御
行

系
、
吹
負
系
、
馬
来
田
系
の
四
つ
の
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
は
異
論
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
善
男
の
代
ま
で
議
政
官
を
輩
出
す
る
安
麻
呂
系

は
比
較
的
系
譜
関
係
が
判
明
す
る
も
の
の
、
御
行
系
は
ほ
と
ん
ど
系
譜
関
係
が

不
明
で
あ
る
な
ど
、
大
伴
氏
の
系
図
復
元
は
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。
太
田
亮

氏（
（
（

以
来
多
く
の
研
究
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
未
だ
何
人
か
の
系
譜
関

係
に
つ
い
て
は
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

文
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
２
年　

上
村　

正
裕

大
伴
氏
系
図
復
元
に
関
す
る
一
試
論
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よ
っ
て
、
本
稿
で
も
完
全
な
る
復
元
は
困
難
で
あ
る
が
、
今
後
の
氏
族
研
究

お
よ
び
政
治
史
研
究
に
資
す
る
よ
う
、
出
来
う
る
限
り
の
復
元
を
試
み
た
い
。

第
一
章
　
大
伴
古
麻
呂
の
系
譜
的
位
置
づ
け

本
章
で
は
別
稿
の
理
解
に
も
関
わ
る
大
伴
古
麻
呂
の
系
譜
的
位
置
づ
け
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
。
古
麻
呂
に
つ
い
て
太
田
氏
は
家
持
の
子
、
安
麻
呂
の
子
、

旅
人
の
子
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
、
系
譜
関
係
の
確
定
を
避
け
て
い

る
。
古
麻
呂
の
系
譜
的
位
置
づ
け
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、『
万
葉
集
』
巻

四
・
五
六
七
番
左
注
に

以
前
、
天
平
二
年
庚
午
夏
六
月
、
帥
大
伴
卿
忽
生
二

瘡
脚
一、
疾
二

苦
枕
席
一。

因
レ

此
馳
駅
上
奏
、
望
下

請
庶
弟
稲
公
・
姪
胡
麻
呂
欲
レ

語
二

遺
言
一

者
上。
勅
、

右
兵
庫
助
大
伴
宿
祢
稲
公
、
治
部
少
丞
大
伴
宿
祢
胡
麻
呂
両
人
、
給
レ

駅

発
遣
、
令
レ

省
二

卿
病
一。

と
あ
り
、
天
平
二
年
に
危
篤
の
病
と
な
っ
た
大
伴
旅
人
が
「
庶
弟
」
の
稲
公
と

「
姪
」
の
古
麻
呂
を
召
喚
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、「
姪
」
に
は
「
兄
弟

の
子
」
と
し
て
の
用
法
が
一
般
的
で
あ
る
と
し
て
、
旅
人
の
兄
弟
の
子
、
す
な

わ
ち
、
安
麻
呂
系
・
宿
奈
麻
呂
の
子
（
も
し
く
は
田
主
の
子
（
と
解
す
る
説
が

存
す
る（

（
（

。

一
方
、『
万
葉
集
』
巻
四
・
六
四
九
番
左
注
に

右
、
坂
上
郎
女
者
佐
保
大
納
言
卿
之
女
也
。
駿
河
麻
呂
、
此
高
市
大
卿
之

孫
也
。
両
卿
兄
弟
之
家
、
女
孫
姑
姪
之
族
。
是
以
題
レ

歌
送
答
、
相
二

問
起

居
一。

と
あ
り
、
坂
上
郎
女
が
安
麻
呂
の
女
、
駿
河
麻
呂
が
高
市
大
卿
（
御
行
（
の
孫

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
両
卿
兄
弟
之
家
、
女
孫
姑
姪
之
族
」

と
い
う
表
現
か
ら
駿
河
麻
呂
は
坂
上
郎
女
に
と
っ
て
「
従
兄
弟
の
子
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
た
め
、「
姪
」
に
従
兄
弟
の
子
の
用
法
が
存
す
る
こ
と
が
判
明
す

る
。
以
上
の
根
拠
か
ら
古
麻
呂
の
御
行
系
説
が
呈
示
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

さ
ら
に
近
年
鷺
森
浩
幸
氏
は
配
偶
者
の
母
を
「
姑
」
と
表
記
す
る
事
例

（『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
十
一
月
戊
子
条
（
が
あ
る
一
方
、「
于
レ

時
押
勝
之
男

三
人
並
任
二

参
議
一。
良
継
位
在
二

子
姪
之
下
一、
益
懐
二

忿
怨
一

」（『
同
』
宝
亀
八
年

九
月
丙
寅
条
（
の
「
子
姪
」
が
藤
原
仲
麻
呂
の
子
お
よ
び
女
婿
の
藤
原
御
楯
を

示
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
坂
上
大
嬢
（
坂
上
郎
女
の
女
（
と
婚
姻
関
係
に
あ

る
家
持
が
坂
上
郎
女
の
「
姪
」（『
万
葉
集
』
巻
六
・
九
七
九
番
（、
坂
上
二
嬢

（
同
上
（
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
駿
河
麻
呂
が
同
じ
く
「
姪
」（『
万
葉
集
』
巻

四
・
六
四
九
番
（
で
あ
る
こ
と
を
援
用
し
て
、
旅
人
の
「
姪
」
と
表
記
さ
れ
る

古
麻
呂
も
旅
人
の
女
婿
で
あ
る
と
の
新
見
解
を
呈
示
し
て
い
る（

（（
（

。

以
上
を
要
す
る
に
、
古
麻
呂
が
旅
人
の
「
姪
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

如
何
に
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、『
万
葉
集
』
に

お
け
る
他
の
姪
の
用
例
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
、

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
姪
」
は
先
に
示
し
た
巻
四
・
五
六
七
番
左
注
お
よ
び

六
四
九
番
左
注
以
外
で
は
巻
六
・
九
七
九
題
詞
「
大
伴
坂
上
郎
女
与
下

姪
家
持

従
二

佐
保
一

還
中

帰
西
宅
上

歌
一
首
」
の
み
で
あ
り
、
こ
の
場
合
坂
上
郎
女
は
大
伴

安
麻
呂
の
女
で
家
持
が
旅
人
の
子
（
安
麻
呂
の
孫
（
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
の
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臣
意
所
レ

欽
、
在
二

平
朝
臣
一。
請
除
二

非
女
子
一、
所
レ

有
男
児
、
皆
賜
二

平
朝

臣
姓
一。
亦
復
諸
姪
希
望
者
、
同
預
二

於
此
一

矣
。（
後
略
（

a
は
孝
安
天
皇
が
天
押
帯
日
子
命
（
孝
安
天
皇
の
兄
（
の
娘
で
あ
る
押
媛
を
皇

后
と
し
た
記
事
で
あ
り
、『
古
事
記
』
中
巻
孝
安
天
皇
段
に
も

大
倭
帯
日
子
押
人
命
、
坐
二

葛
城
室
之
秋
津
島
宮
一、
治
二

天
下
一

也
。
此
天

皇
、
娶
二

姪
忍
鹿
比
売
命
一

生
御
子
、
大
吉
備
諸
進
命
、
次
大
倭
根
子
日
子

賦
斗
邇
命
。

と
、
同
様
の
記
事
が
見
え
る
。
押
媛
は
女
性
だ
が
、
当
時
「
王
」
の
表
記
に
男

女
の
区
別
が
な
か
っ
た（

（1
（

点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
で
の
姪
も
兄
弟
の
子
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
b
で
は
源
啓
と
姪
の
源
直
が
「
親
密
之
契
」
を
結
ん

で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
関
係
は
『
尊
卑
分
脈
』
で
も
裏
付

け
ら
れ
、
こ
こ
で
は
兄
弟
の
子
と
し
て
の
用
法
が
認
め
ら
れ
る
。
c
は
正
躬
王

の
上
表
に
よ
り
一
族
に
平
朝
臣
の
賜
姓
が
許
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、
正
躬
王

と
の
関
係
を
『
尊
卑
分
脈
』
を
参
考
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

正
躬
王
の
息
子
…
住
世
王
、
基
世
王
、
助
世
王

正
躬
王
の
兄
弟
… 

継
世
王
、
家
世
王
、
益
世
王
、
雄
風
王
（『
文
徳
実
録
』

斉
衡
二
年
六
月
癸
卯
条
に
よ
れ
ば
、
万
多
親
王
の
第
四

男
と
あ
り
、
正
躬
王
の
兄
に
あ
た
る
（

正
躬
王
の
兄
弟
の
子
… 

正
行
王
の
子
（
高
蹈
王
、
高
居
王
（、
雄
風
王
の

子
（
定
相
王
（

雄
風
王
は
斉
衡
二
年
（
八
五
五
（、
正
行
王
は
天
安
二
年
（
八
五
八
（
に
死
去

「
姪
」
は
兄
弟
の
子
の
用
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

だ
け
で
は
判
断
す
る
材
料
が
少
な
く
、
他
の
事
例
か
ら
援
用
し
て
考
え
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

次
に
六
国
史
に
お
け
る
姪
の
用
例
を
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
続
柄
が
明
ら

か
で
あ
る
事
例
を
掲
出
す
る
。

a
『
日
本
書
紀
』
孝
安
天
皇
二
十
六
年
二
月
壬
寅
条

立
二

姪
押
媛
一

為
二

皇
后
一。〈
一
云
、
磯
城
県
主
葉
江
女
長
媛
。
一
云
、
十
市

県
主
五
十
坂
彦
女
五
十
坂
媛
也
。〉
后
生
二

大
日
本
根
子
彦
太
瓊
天
皇
一。

b
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
（
八
月
二
十
七
日
条

従
四
位
上
行
越
前
守
源
朝
臣
啓
卒
。
啓
者
、
嵯
峨
太
上
天
皇
之
子
也
。

（
中
略
（
性
崇
二

信
釋
教
一。
与
二

姪
源
朝
臣
直
一、
有
二

親
密
之
契
一。 

常
相
語

云
、
相
共
出
家
入
道
。
此
意
未
レ

果
、
病
発
危
急
。
遂
落
髪
為
二

沙
門
一、

未
レ

幾
而
卒
。
時
年
卌
一
。

c
『
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
（
八
六
二
（
四
月
二
十
日
条

勅
、
参
議
正
四
位
下
行
弾
正
大
弼
正
躬
王
男
散
位
従
五
位
下
住
世
王
、
无

位
継
世
王
、
基
世
王
、
家
世
王
、
益
世
王
、
助
世
王
、
是
世
王
、
経
世

王
、
並
世
王
、
尚
世
王
、
行
世
王
、
保
世
王
、
故
従
四
位
上
正
行
王
男
高

蹈
王
、
高
居
王
、
故
従
四
位
下
雄
風
王
男
定
相
王
等
十
五
人
、
賜
二

姓
平

朝
臣
一。
先
レ

是
、
正
躬
王
抗
レ

表
曰
、（
中
略
（
竊
見
、
宗
門
賜
姓
者
多
。
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（『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』（
で
血
縁
関
係
の
裏
付
け
は
で
き
な
い
た
め
、
措
い

て
お
き
た
い
。
e
は
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
の
際
の
光
明
皇
太
后
詔
で
右
大
臣
以
下

群
臣
を
「
吾
近
姪
」
と
表
現
し
て
お
り
、
岸
俊
男
氏（

（1
（

は
そ
の
詔
を
現
代
語
訳
す

る
中
で
「
甥
」
と
し
て
い
る
の
み
で
詳
し
く
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
青
木
洋
子

氏（
（1
（

は
右
大
臣
藤
原
豊
成
が
光
明
皇
后
の
オ
イ
で
あ
る
か
ら
、『
万
葉
集
』
の
兄

弟
の
子
と
し
て
の
用
法
に
一
致
す
る
と
す
る
。
し
か
し
、「
汝
〈
多
知
〉
諸
」

の
範
囲
は
召
し
入
れ
ら
れ
た
右
大
臣
以
下
群
臣
と
思
わ
れ
る
の
で
、
光
明
皇
太

后
と
豊
成
と
の
関
係
の
み
で
判
断
す
る
の
は
性
急
す
ぎ
よ
う
。
王
権
の
危
機
意

識
の
強
さ
の
表
れ
と
し
て
ミ
ウ
チ
意
識
に
訴
え
た
と
の
評
価（

（1
（

も
存
す
る
が
、
本

居
宣
長
が
『
続
紀
歴
朝
詔
旨
解
』
に
議
政
官
の
藤
原
豊
成
・
仲
麻
呂
・
永
手
が

光
明
皇
太
后
の
兄
弟
の
子
で
あ
る
点
を
特
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
橘
奈
良
麻
呂

（
議
政
官
（、
安
宿
王
・
黄
文
王
（
群
臣
（
な
ど
事
件
の
中
心
人
物
に
も
光
明
皇

太
后
の
兄
弟
の
子
が
多
い
点
は
注
目
さ
れ
る
。
王
権
全
体
に
光
明
子
の
兄
弟
の

子
が
多
く
存
在
し
た
背
景
が
想
定
さ
れ
、
こ
こ
で
の
姪
も
兄
弟
の
子
と
し
て
の

用
法
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
f
は
多
治
比
氏
か
ら
橘
奈
良
麻

呂
の
乱
に
荷
担
し
た
多
く
の
氏
人
が
出
た
こ
と
か
ら
、
広
足
が
引
責
の
た
め
中

納
言
を
免
職
さ
せ
ら
れ
た
記
事
で
、
こ
こ
で
は
「
諸
姪
」
と
あ
る
が
、『
続
日

本
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
（
正
月
癸
未
条
の
薨
伝
で
は
「
勝
宝
九
歳

坐
二

子
姪
党
逆
一、
而
免
レ

職
帰
レ

第
。
以
二

散
位
一

終
焉
」
と
あ
り
、「
子
姪
」
と
い

う
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
子
姪
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
鷺
森

氏
の
よ
う
な
解
釈
が
成
り
立
つ
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
の
六
国
史

の
用
例
か
ら
の
傍
証
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
不
特
定

（『
文
徳
実
録
』
天
安
二
年
七
月
己
巳
条
（
し
て
お
り
、「
諸
姪
希
望
者
、
同
預
二

於
此
一

矣
」
と
の
表
現
は
身
寄
り
の
な
い
姪
を
正
躬
王
が
保
護
・
後
見
し
て
い

た
背
景
が
察
せ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
c
の
姪
が
兄
弟
の
子
を
指
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

次
に
続
柄
が
不
明
な
事
例
を
見
て
お
き
た
い
。

d
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
（
閏
十
月
庚
戌
条

従
五
位
下
秋
篠
王
、
男
継
成
王
、
姪
濱
名
王
、
船
城
王
、
愛
智
王
五
人

賜
二

丘
基
真
人
姓
一。

e
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
（
七
月
戊
申
条

詔
曰
（
中
略
（
詔
畢
更
召
二

入
右
大
臣
以
下
群
臣
一。
皇
大
后
詔
曰
、
汝

〈
多
知
〉
諸
者
吾
近
姪
〈
奈
利
〉。
又
竪
子
卿
等
者
天
皇
大
命
以
汝
〈
多
知

乎
〉
召
而
屡
詔
〈
志
久
〉。
朕
後
〈
尓
〉
太
后
〈
尓
〉
能
仕
奉
〈
利
〉
助

奉
〈
礼
止
〉
詔
〈
伎
〉。（
後
略
（

f
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
八
月
庚
辰
条

勅
、
中
納
言
多
治
比
真
人
広
足
、
年
臨
レ

将
レ

耄
、
力
弱
就
レ

列
。
不
レ

教
二

諸
姪
一、
悉
為
二

賊
徒
一。
如
レ

此
之
人
、
何
居
二

宰
輔
一。
宜
下

辞
二

中
納
言
一、
以
二

散
位
一

帰
上
レ

第
焉
。

d
は
兄
弟
の
子
と
し
て
の
用
法
の
可
能
性
が
高
い
が
、
秋
篠
王
の
系
統
は
不
明
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九
日
条
（『
群
書
類
従
』
第
二
輯
・
神
祇
部
（

正
暦
四
年
五
月
廿
一
日
贈
二

正
一
位
左
大
臣
一。（
割
注
略
（
同
閏
十
月
十
九

日
贈
二

太
政
大
臣
一。〈
勅
使
散
位
従
五
位
下
菅
原
為
理
。
幹
政
姪
。
輔
正
子

也
。〉

右
拠
二

菅
家
文
草
、
後
集
、
三
代
実
録
、
公
卿
補
任
、
菅
原
本
系
帳
、
家

記
等
一

記
レ

之
。

史
料
i
『
小
右
記
』
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
（
八
月
二
十
八
日
条

（
前
略
（
今
日
中
宮
行
二

啓
院
一。〈
院
御
二

坐
大
膳
職
一。〉
外
記
貞
親
云
、
中

宮
大
夫
斉
信
卿
可
レ

行
二

召
仰
事
一。
或
云
、
実
康
卒
去
云
々
。
斉
信
卿
姪

欤
。
有
レ

假
欤
。
経
季
云
、
今
暁
実
康
卒
去
者
。
今
日
不
レ

可
レ

候
二

行
啓
一

之
由
、
示
二

送
頭
弁
許
一。
為
レ

令
二

披
露
一、
縦
雖
レ

可
レ

堪
二

歩
行
之
人
一、
大
臣

行
歩
不
レ

可
レ

及
二

六
・
七
町
一。

し
か
し
、
右
の
史
料
h
・
i
か
ら
兄
弟
の
子
の
用
法
の
対
象
が
未
だ
男
子
で
あ

る
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
史
料
h
は
菅
原
道
真
へ
の
贈
位
贈
官
に
関

す
る
記
事
で
正
暦
四
年
閏
十
月
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
道
真
に
太
政
大
臣
を
贈

官
す
る
際
の
勅
使
に
菅
原
幹
政
の
姪
で
あ
る
為
理
が
任
命
さ
れ
て
お
り
、
中
宮

藤
原
威
子
の
上
東
門
院
藤
原
彰
子
へ
の
行
啓
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
史
料
i
で

は
、
藤
原
斉
信
の
姪
で
あ
る
実
康
の
死
去
に
よ
り
行
啓
に
中
宮
大
夫
の
斉
信
が

陪
従
で
き
な
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇

一
四
（
六
月
十
七
日
条
に
み
え
る
小
除
目
の
記
事
で
は

多
数
の
若
い
世
代
ぐ
ら
い
の
意
味
で
と
っ
て
お
き
た
い
。

こ
こ
ま
で
の
整
理
で
姪
に
は
兄
弟
の
子
、
も
し
く
は
不
特
定
多
数
の
若
い
世

代
と
い
う
用
法
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
続
い
て
六
国
史

以
降
の
史
料
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

g
『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
（
九
月
十
五
日
条

右
京
人
主
計
少
允
正
六
位
上
真
野
臣
永
徳
、
姪
男
真
野
臣
道
緒
等
賜
二

姓

宿
祢
一。
大
和
国
山
辺
郡
人
上
野
権
少
掾
正
六
位
上
民
首
広
門
、
右
京
人
大

宰
医
師
正
七
位
上
民
首
方
宗
、
木
工
医
師
正
六
位
上
民
首
広
宅
等
賜
二

姓

真
野
臣
一。
永
徳
広
門
等
之
先
、
出
レ

自
二

天
足
彦
国
押
人
命
一

也
。

g
に
よ
る
と
、
真
野
臣
永
徳
の
「
姪
男
」
に
あ
た
る
人
物
が
道
緒
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
姪
男
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

時
期
が
近
い
b
に
兄
弟
の
子
（
オ
イ
（
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
に
し
て
も
、
姪

の
用
法
は
過
渡
期
的
状
況
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
点
は

「
左
京
人
散
位
従
五
位
下
有
道
王
男
二
人
、
女
二
人
、
姪
女
一
人
、
賜
二

姓
清
原

真
人
一。
舍
人
親
王
之
後
也
」（『
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
（
八
月
十

六
日
条
（
の
「
姪
女
」
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
し
、
そ
の
後
も
『
三
代
実
録
』

元
慶
五
年
（
八
八
一
（
十
二
月
十
九
日
条
に
み
え
る
「
姪
男
」
の
よ
う
に
同
様

の
傾
向
は
続
く
。

史
料
h
『
菅
家
御
伝
記
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
（
五
月
二
十
一
日
・
閏
十
月
十
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史
料 

l
「
宮
寺
縁
起
抄
」
第
十
二
所
引
「
神
主
次
第
」（『
石
清
水
文
書
』
五
―

一
〇
二
頁
（

神
主
次
第

従
八
位
下
紀
朝
臣
御
豊
貞
観
十
八
年
八
月
十
三
日
任
。
建
立
大
師
甥
也
。

件
官
符
延
喜
格
載
。

以
上
か
ら
、
g
か
ら
看
取
さ
れ
る
過
渡
期
的
状
況
は
急
速
な
用
法
変
化
に
は

つ
な
が
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
西
宮
記
』
臨
時
八
・
凶
事
一
所
収

の
服
紀
表
に
「
姪
〈
又
云
甥
〉」「
姪
女
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
、『
新
儀
式
』

第
五
・
臨
時
下
、
三
等
已
上
親
喪
服
錫
紵
事
に
「
姪
男
、
姪
女
三
等
親
也
」
と

の
記
述
が
あ
る
こ
と
は
布
村
一
夫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
親
族
名
称
の

日
本
化
」（

（1
（

と
い
う
流
れ
の
中
で
理
解
で
き
る
。
古
記
録
で
は
『
御
堂
関
白
記
』

長
和
五
年
七
月
十
八
日
条
で
前
掌
侍
・
民
部
を
「
伊
与
守
（
佐
伯
（
公
行
姪
」

と
表
現
し
て
い
る
ほ
か
、『
中
右
記
』
な
ど
院
政
期
以
降
の
日
記
で
は
「
姪
」

を
メ
イ
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
八
世
紀
段
階
で
は
男

子
を
対
象
と
し
た
兄
弟
の
子
の
用
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え

な
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
参
考
ま
で
に
戸
籍
に
お
け
る
姪
の
用
法
に
つ
い
て
見
て
お
く
が
、
布

村
一
夫
・
南
部
曻
両
氏
の
見
解
を
整
理
す
る
と
、
御
野
国
戸
籍
で
は
兄
弟
姉
妹

の
女
子
、
下
総
国
戸
籍
な
ど
で
は
姉
妹
の
女
子
、
山
背
国
計
帳
で
は
兄
弟
の
男

子
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う（

（1
（

。
前
二
者
に
つ
い
て
は
女
子
を
指
し
て
い
る
の

朝
経
伝
二

綸
言
一

云
、
以
二

師
長
一

可
レ

任
二

備
後
一。
信
経
〈
信
経
者
前
司
又

〔
之
ヵ
〕
姪
也
。
又
聟
也
。
内
々
相
構
所
レ

任
也
。
似
二

任
意
一。
師
長
・
信

経
両
人
殿
上
人
也
。〉
可
レ

任
二

越
後
一

者
。

と
あ
っ
て
、
藤
原
信
経
が
前
司
で
あ
る
藤
原
為
時
の
姪
お
よ
び
聟
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
続
柄
を
立
証
す
る
史
料
に
欠
け
る
も
の
の
、
皇

慶
は
「
黄
門
侍
郎
広
相
之
曾
孫
、
性
空
法
師
之
姪
也
」（『
元
亨
釈
書
』
巻
五
・

叡
山
皇
慶
の
項
（
と
あ
る
こ
と
も
参
考
に
な
ろ
う
。

他
方
、
兄
弟
の
子
を
「
甥
」
と
表
記
す
る
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。
以
下
の
三

つ
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

史
料
j
『
日
本
書
紀
』
欽
明
三
十
年
（
五
六
九
（
正
月
辛
卯
朔
条

詔
曰
、
量
二

置
田
部
一、
其
来
尚
矣
。
年
甫
十
余
、
脱
レ

籍
免
レ

課
者
衆
。
宜
下

遣
二

膽
津
一

〈
膽
津
者
、
王
辰
爾
之
甥
也
。〉
検
中

定
白
猪
田
部
丁
籍
上。

史
料
k
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
（
正
月
辛
亥
条

賜
二

正
五
位
下
大
井
王
奈
良
真
人
姓
、
无
位
垂
水
王
、
男
三
室
王
、
甥
三

影
王
、
日
根
王
、
名
辺
王（

（1
（

、
无
位
廬
原
王
、
男
安
曇
王
、
三
笠
王
、
対
馬

王
、
物
部
王
、
牧
野
王
、
孫
奈
羅
王
、
小
倉
王
、
无
位
猪
名
部
王
、
男
大

湯
坐
王
、
堤
王
、
菟
原
王
、
三
上
王
、
野
原
王
、
砺
波
王
等
三
嶋
真
人
、

无
位
御
船
王
淡
海
真
人
、
无
位
等
美
王
内
真
人
、
无
位
壬
生
王
、
岡
屋
王

美
和
真
人
、
无
位
清
水
王
、
男
三
狩
王
海
上
真
人
、
田
部
王
春
日
真
人
、

文
成
王
甘
南
備
真
人
、
平
群
王
、
常
陸
王
志
紀
真
人
一。
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の
事
例
は
四
例
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
以
降
の
国
史
の
傾
向
と
同
様
に
、
き
わ

め
て
近
し
い
親
族
（
親
子
・
兄
弟
な
ど
（
を
対
象
と
し
て
蘇
生
し
た
際
に
地
獄

の
状
況
を
語
っ
た
り
、
遺
言
し
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

な
お
、「
親
属
」
と
い
う
表
記
も
存
す
る
が
、
厳
密
な
親
族
範
囲
は
不
明
で
あ

っ
た
た
め
、
今
回
は
事
例
か
ら
は
除
い
た
。

国
史
や
説
話
集
以
外
の
事
例
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。『
藤
氏
家
伝
』
武
智
麻

呂
伝
に
よ
れ
ば
、

至
二

（
天
平
（
九
年
七
月
一、
遘
レ

疾
弥
留
。
朝
廷
惜
レ

之
。
其
廿
四
日
皇
后

親
臨
、
称
レ

勅
問
レ

患
。
叙
二

正
一
位
一、
徙
為
二

左
大
臣
一。
其
翌
日
薨
二

于
左

京
私
第
一。
春
秋
五
十
有
八
矣
。

と
あ
り
、
光
明
皇
后
が
兄
の
武
智
麻
呂
を
自
ら
見
舞
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
記
述
は
『
続
日
本
紀
』
に
は
見
え
な
い
た
め
、
そ
の
信
憑
性
を

疑
う
向
き
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
表
（
の
一
条
天
皇
や
白
河
上
皇
の
事
例
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
天
皇
な
ど
が
臣
下
の
病
を
見
舞
う
と
い
う
こ
と
は
そ
れ

ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、「
武
智
麻
呂
伝
」
後
半
部
分
に
つ
い
て
は
生
前

の
武
智
麻
呂
を
知
る
人
が
多
く
、
人
と
な
り
を
た
た
え
る
逸
話
を
作
り
が
た
か

っ
た
と
す
る
篠
川
賢
氏
の
指
摘（

（1
（

も
踏
ま
え
れ
ば
、
事
実
と
し
て
よ
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、『
扶
桑
略
記
』
寛
平
八
年
（
八
九
六
（
条
所
引
「
善
家
秘
記
」

で
は
、
失
踪
し
た
賀
陽
良
藤
を
兄
弟
の
豊
仲
・
豊
陰
・
豊
恒
、
息
子
の
忠
貞
ら

が
捜
索
す
る
も
結
局
見
つ
か
ら
ず
に
途
方
に
暮
れ
る
と
あ
る
。
臨
終
の
事
例
か

ら
は
逸
れ
る
が
、
良
藤
を
捜
索
し
て
い
る
の
が
き
わ
め
て
近
し
い
親
族
で
あ
っ

た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
の
他
の
事
例
に
つ
い
て
は
表
（
を
参
照
さ
れ
た

で
除
外
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
山
背
国
計
帳
の
事
例
は
古
麻
呂
の
ケ
ー
ス
に

当
て
は
ま
る
。
要
す
る
に
奈
良
時
代
の
戸
籍
で
は
姪
を
兄
弟
（
姉
妹
（
の
子
と

す
る
用
法
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
諸
史
料
に
み
え
る
姪
の
用
法
を
検
討
し
て
き
た
が
、『
万
葉
集
』
巻

四
・
六
四
九
番
左
注
に
み
ら
れ
る
従
兄
弟
の
子
の
用
法
は
管
見
の
限
り
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
史
料
の
用
法
的
に
は
従
兄
弟
の
子
の
用

法
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
あ
り
、
兄
弟
の
子
の
用
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
断
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
た
め
、『
万
葉

集
』
巻
四
・
五
六
七
番
左
注
に
み
え
る
大
伴
旅
人
が
臨
終
の
際
に
庶
弟
の
稲
君

と
姪
の
古
麻
呂
を
召
喚
し
た
場
面
の
類
例
を
呈
示
し
た
上
で
、
旅
人
の
事
例
が

一
般
化
で
き
る
の
か
を
検
討
す
る
。
表
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

表
（
は
六
国
史
の
収
録
範
囲
の
時
期
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
時
期
に
お
け
る
臨

終
な
い
し
病
気
の
際
に
ど
の
よ
う
な
親
族
が
召
喚
、
ま
た
は
訪
問
し
て
き
た
か

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
六
国
史
な
ど
の
正
史
だ
け
で
は
な
く
、
説
話
な
ど

も
事
例
と
し
て
収
集
し
た
。
た
だ
し
、
親
族
に
該
当
し
な
い
事
例
は
除
外
し
、

事
例
が
豊
富
だ
っ
た
た
め
、
一
〇
八
〇
年
代
ま
で
を
対
象
と
し
た
。
史
料
ご
と

に
検
討
し
て
み
た
い
。
六
国
史
の
う
ち
、
奈
良
時
代
以
前
の
『
日
本
書
紀
』
で

は
皇
位
継
承
関
係
で
不
予
状
態
の
天
皇
が
皇
太
子
や
有
力
な
皇
子
を
召
喚
す
る

ケ
ー
ス
が
多
い
の
に
対
し
、
奈
良
時
代
以
降
で
は
き
わ
め
て
近
し
い
親
族
（
息

子
や
兄
妹
な
ど
（
を
召
喚
し
、
自
ら
の
葬
儀
に
つ
い
て
遺
言
す
る
ケ
ー
ス
が
ま

ま
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
傾
向
は
薨
卒
伝
の
充
実
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
た

め
、『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
説
話
集
の
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。『
霊
異
記
』
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等
五
人
〈
乎
〉
人
告
謀
反
汝
等
為
吾
近
人
一
〈
毛
〉
吾
〈
乎
〉
可
怨
事
者

不
所
念
。
汝
等
〈
乎
〉
皇
朝
者
己
己
太
久
高
治
賜
〈
乎
〉
何
〈
乎
〉
怨

〈
志
岐
〉
所
〈
止
志
氐
加
〉
然
将
為
不
有
〈
加
止
奈
母
〉
所
念
。
是
以
汝

等
罪
者
免
賜
。
今
徃
前
然
莫
為
〈
止
〉
宣
。
詔
訖
五
人
退
二

出
南
門
外
一。

稽
首
謝
レ

恩
。

�

（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
七
月
己
酉
条
（

右
の
史
料
の
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
光
明
皇
太
后
か
ら
み
て
塩
焼
王
ら
五
人
は

「
近
人
」
で
あ
る
と
い
う
。
別
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
古
麻
呂
以
外

の
人
物
は
光
明
子
と
の
「
近
人
」
と
し
て
の
関
係
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。

塩
焼
王
… 

天
武
と
藤
原
五
百
重
（
鎌
足
の
女
。
光
明
子
の
オ
バ
。
藤
原
麻

呂
の
母（

1（
（

（
の
間
に
生
ま
れ
た
新
田
部
親
王
の
子
。
妻
は
不
破
内

親
王
（
聖
武
と
県
犬
養
広
刀
自
の
所
生
（。

　
　
　
　

要
す
る
に
、
光
明
子
か
ら
見
て
塩
焼
王
は
従
兄
弟
の
子
。

安
宿
王
・
黄
文
王
… 

長
屋
王
と
藤
原
不
比
等
女
（
光
明
子
の
異
母
姉
妹
（

所
生
。
長
屋
王
の
変
後
に
光
明
子
が
両
王
を
庇
護
。

橘
奈
良
麻
呂
… 

橘
諸
兄
（
光
明
子
の
異
父
兄
妹
（
と
多
比
能
（
光
明
子
の

姉
妹
（
の
子
。

と
こ
ろ
で
、
加
藤
謙
吉
氏
は

荒
田
井
伊
美
吉
乙
麻
呂

右
人
年
足
之
近
族
。
此
起
二

去
年
八
月
一、
祗
二

承
於
寺
頭
一。
伏
乞
昭
レ

状

垂
レ

恕
。
幸
々
甚
々
。
謹
状
。
不
宣
。

い
が
、
奈
良
時
代
以
前
・
以
後
と
も
に
限
ら
れ
た
親
族
範
囲
で
召
喚
が
な
さ
れ

る
の
は
当
時
の
貴
族
・
庶
民
層
で
は
一
つ
の
住
居
に
「
夫
婦
と
子
供
」（
小
家

族
（
が
居
住（

11
（

す
る
と
い
う
生
活
様
式
の
特
質
が
関
連
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
要
す
る
に
、
当
時
の
古
代
社
会
の
親
族
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
表
（
か
ら
兄
弟
の
子
の
事
例
に
合
致
す
る
も
の
を
挙
げ
る
と
六
例

（
№
（（
、
（（
、
（（
、
（（
、
（（
、
（（
（
と
な
る
の
に
対
し
、
従
兄
弟
の
子
の
事
例

に
合
致
す
る
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
養
老
儀
制
令
五
等
親
条
を
参
考
に
等
親

を
付
し
て
み
た
が
、
四
等
の
従
兄
弟
の
子
と
同
等
の
等
親
の
類
例
で
は
№
（
の

み
が
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
皇
位
継
承
に
対
す
る
教
誨
と
い
う
点
を
鑑
み
る

に
、
有
力
皇
子
で
あ
る
が
ゆ
え
の
召
喚
と
考
え
た
方
が
よ
く
、
例
外
と
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
表
（
か
ら
も
姪
の
用
法
に
お
い
て
兄
弟
の
子
が

一
般
的
で
あ
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
高
い
も
の
と
断
じ
て
差
支
え
な
い
と
思
わ

れ
る
。

  

以
上
の
検
討
か
ら
、
古
麻
呂
が
旅
人
の
兄
弟
の
子
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
ま
た
、
旅
人
の
兄
弟
と
な
る
と
、
父
は
宿
奈
麻
呂
か
田
主
の
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
が
、
田
主
は
出
仕
し
た
形
跡
が
見
受
け
ら
れ
ず
、
蔭
位
制
の
適

用
な
し
に
古
麻
呂
が
官
人
と
し
て
立
身
し
て
い
く
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か

ら
、
宿
奈
麻
呂
の
子
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
彼
と
藤
原
光
明
子
と
の
関
係
を
示
す
一
史
料
を
紹
介
す
る
。

…
（
略
（
即
日
夕
、
内
相
仲
麻
呂
侍
二

御
在
所
一、
召
二

塩
焼
王
、
安
宿
王
、

黄
文
王
、
橘
奈
良
麻
呂
、
大
伴
古
麻
呂
五
人
一、
伝
二

太
后
詔
一

宣
曰
、
塩
焼
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酉
条
（
で
あ
る
点
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た（

11
（

。
し
か
し
、
右
の
検
討
か
ら
従

来
の
先
行
研
究
の
理
解
よ
り
一
歩
進
め
て
、
よ
り
直
接
的
な
関
係
が
「
近
人
」

の
語
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

以
上
、
迂
遠
な
検
討
に
終
始
し
た
が
、
大
伴
古
麻
呂
は
安
麻
呂
系
宿
奈
麻
呂

の
子
で
あ
り
、
光
明
子
の
近
族
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
章
を
改
め

て
、
大
伴
氏
の
他
の
氏
人
の
系
譜
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。

第
二
章
　
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
大
伴
氏
の
系
譜
的
位
置
づ
け

第
一
節
　
八
世
紀
の
大
伴
氏

本
節
で
は
大
伴
古
麻
呂
以
外
で
系
譜
関
係
に
つ
い
て
議
論
に
な
っ
て
い
る
人

物
を
中
心
に
、
先
行
研
究
に
触
れ
つ
つ
八
世
紀
に
お
け
る
大
伴
氏
の
系
図
復
元

の
作
業
を
行
い
た
い
。

①
道
足

道
足
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
二
月
丙
辰
条
に
「
参
議
従
三

位
中
宮
大
夫
兼
衛
門
督
大
伴
宿
祢
伯
麻
呂
薨
。
祖
馬
来
田
贈
内
大
紫
。
父
道
足

平
城
朝
参
議
正
四
位
下
」
と
馬
来
田
の
子
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、『
公
卿
補

任
』
天
平
元
年
条
に
「
大
納
言
安
麿
一
男
」
と
あ
る
よ
う
に
安
麻
呂
の
子
と
す

る
異
説
も
存
す
る（

11
（

。
諸
先
学
は
史
料
の
信
憑
性
を
鑑
み
、
概
ね
『
続
日
本
紀
』

�

天
平
十
七
年
四
月
廿
六
日
安
都
年
足
謹
状

と
あ
る
「
天
平
十
七
年
四
月
二
十
六
日
付
安
都
年
足
書
状
」（
正
倉
院
丹
裹
文

書
、『
大
日
本
古
文
書
』
二
五
―
一
二
四
頁
（
を
挙
げ
た
上
で
、
阿
刀
氏
と
東

漢
（
荒
田
井
（
氏
は
別
族
で
あ
る
か
ら
、「
近
族
」
と
は
こ
の
場
合
、
婚
族
の

意
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る（

11
（

。
加
藤
氏
の
指
摘
を
参
照
し
つ
つ
、
先
に
整

理
し
た
光
明
子
と
塩
焼
王
ら
の
関
係
を
眺
め
て
み
る
と
、
婚
姻
関
係
を
通
し
て

結
ば
れ
た
一
定
程
度
近
い
関
係
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
知
見
か
ら
光

明
子
と
大
伴
古
麻
呂
の
関
係
を
考
え
る
に
、
婚
姻
関
係
を
介
し
た
何
ら
か
の
近

い
関
係
を
有
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

右
の
推
定
に
合
致
し
う
る
実
例
は
藤
原
麻
呂
と
大
伴
坂
上
郎
女
の
婚
姻
関
係

（『
万
葉
集
』
巻
四
・
五
二
八
左
注
（
で
あ
ろ
う
。
先
の
検
討
で
古
麻
呂
は
宿
奈

麻
呂
の
子
と
の
結
論
を
得
た
が
、
そ
う
す
る
と
古
麻
呂
か
ら
み
て
坂
上
郎
女
は

オ
バ
（
父
の
兄
妹
（
で
あ
り
、
血
縁
関
係
の
な
い
継
母
と
な
る
。
オ
バ
な
い
し

継
母
と
一
時
期
関
係
を
持
っ
て
い
た
藤
原
麻
呂
は
光
明
子
の
兄
妹
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
点
か
ら
光
明
子
が
古
麻
呂
を
「
近
人
」
と
称
し
た
背
景
を
説
明
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
右
に
掲
げ
た
光
明
皇
太
后
詔

は
古
麻
呂
以
外
の
四
人
と
光
明
子
の
関
係
の
み
が
強
調
さ
れ
、
光
明
子
と
古
麻

呂
の
関
係
に
つ
い
て
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
倉
本

一
宏
氏（

11
（

は
「
近
人
」
を
「
近
親
」
と
解
し
、
光
明
子
が
ミ
ウ
チ
意
識
に
訴
え
た

と
し
、
ま
た
、
光
明
皇
太
后
が
右
大
臣
藤
原
豊
成
以
下
の
群
臣
を
召
し
て
詔
し

た
中
で
、「
大
伴
宿
祢
等
〈
波
〉
吾
族
〈
尓
母
〉
在
」
と
評
し
た
点
に
つ
い
て

は
、
大
伴
古
慈
斐
の
妻
が
藤
原
不
比
等
女
（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
八
年
八
月
丁
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②
駿
河
麻
呂

駿
河
麻
呂
に
つ
い
て
は
、『
公
卿
補
任
』
宝
亀
六
年
条
に
「
頭
書
云
、
国
史

不
レ

見
二

父
母
一

」
と
あ
り
、『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
駿
河
麻
呂
の
卒
去
記
事

（
宝
亀
七
年
七
月
壬
辰
条
（
に
も
系
譜
へ
の
言
及
が
な
い
。
た
だ
し
、
先
に
紹

介
し
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
巻
四
・
六
四
九
番
左
注
で
は
駿
河
麻
呂
が
高
市

大
卿
の
孫
と
さ
れ
て
い
る
。
高
市
大
卿
は
御
行
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
父
の

比
定
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
駿
河
麻
呂
が
御
行
系
で
あ
る
可
能
性
が
想
起
さ

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
続
群
書
類
従
』
所
収
「
伴
氏
系
図
」
で
は
道
足
の

子
と
の
異
説
も
存
す
る
が
、
史
料
的
根
拠
か
ら
今
日
で
は
御
行
系
説
が
有
力
と

な
っ
て
い
る
。
特
に
異
論
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
も
御
行
の
孫
と
し
、
父
は
不

明
と
し
て
お
く
。

③
兄
麻
呂
・
御
依
・
潔
足

兄
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
長
徳
の
子
（『
続
群
書
類
従
』
所
収
「
大
伴
系
図
」（

と
あ
る
以
外
は
特
に
史
料
に
お
け
る
記
述
は
な
い
。『
公
卿
補
任
』
天
平
勝
宝

八
歳
条
に
「
或
本
。
天
平
宝
字
二
年
謀
反
」
と
あ
り
、
兄
麻
呂
が
何
ら
か
の
政

治
事
件
に
関
与
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
明
確
な
系
譜
記
事
が
失
わ

れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
仮
に
「
天
平
宝
字
二
年
」
が
元
年
の
誤
記
で

橘
奈
良
麻
呂
の
乱
へ
の
関
与
を
想
定
し
た
と
し
て
も
、『
続
日
本
紀
』
に
詳
細

な
記
述
が
見
ら
れ
る
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
関
係
の
記
事
で
彼
の
名
前
が
見
い
だ
せ

の
記
述
を
支
持
し
て
い
る
が
、
尾
山
篤
二
郎
氏
は
『
万
葉
集
』
巻
五
・
八
一
〇

〜
八
一
二
番
に
見
え
る
大
伴
旅
人
か
ら
藤
原
房
前
へ
の
琴
の
贈
答
は
房
前
長
男

の
鳥
養
と
道
足
の
女
子
の
結
婚
（『
尊
卑
分
脈
』
第
一
篇
・
二
九
〜
三
〇
頁
（

を
祝
っ
た
も
の
と
解
し
た
上
で
、
安
麻
呂
が
道
足
を
猶
子
と
し
た
と
の
説
を
呈

示
し
て
い
る（

11
（

。
尾
山
氏
の
見
解
は
新
婚
の
意
を
含
む
『
文
選
』
巻
十
五
の
古
詩

十
九
首
中
の
九
「
再
再
孤
生
竹
」
を
根
拠
と
す
る
が
、
そ
の
他
の
裏
付
け
が
な

く
、
に
わ
か
に
従
い
が
た
い
。

た
だ
し
、
な
ぜ
『
公
卿
補
任
』
の
よ
う
な
異
説
が
存
す
る
の
か
に
つ
い
て
は

考
え
る
糸
口
が
あ
る
。『
公
卿
補
任
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
応
和
年
間

（
九
六
一
〜
九
六
四
（
か
ら
長
徳
元
年
（
九
九
五
（
以
前
の
お
お
よ
そ
十
世
紀

と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が（

11
（

、
十
世
紀
は
家
が
未
成
立
と
は
い
え
、「
氏
長

者
」
と
い
う
氏
上
と
は
異
な
る
表
記
が
史
料
上
散
見
さ
れ
る
。
氏
長
者
は
官
位

第
一
の
者
が
任
ぜ
ら
れ
る
が（

11
（

、
た
と
え
ば
当
時
冬
嗣
―
長
良
―
基
経
（『
大

鏡
』（
と
い
う
藤
原
氏
の
嫡
流
意
識
を
重
視
す
る
面
と
冬
嗣
―
良
房
―
基
経

（『
尊
卑
分
脈
』（
と
い
う
氏
長
者
の
移
動
に
重
き
を
置
く
面
が
混
在
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
公
卿
補
任
』
に
み
ら
れ
る
道
足
を
安
麻
呂

の
子
と
す
る
異
説
は
大
伴
旅
人
の
次
に
道
足
が
参
議
と
な
っ
た
点
に
後
世
の
氏

長
者
観
を
援
用
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
後
世
の
誤
認
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
に
信
を
置

き
、
道
足
を
馬
来
田
の
子
と
断
定
し
て
お
き
た
い
。
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こ
と
で
結
論
を
留
保
し
て
お
き
た
い
。

④
そ
の
他

右
の
議
論
と
は
別
に
、
橘
清
友
（
奈
良
麻
呂
の
子
（
の
母
に
つ
い
て
新
見
解

が
呈
示
さ
れ
た
。
吉
川
敏
子
氏
は
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
无
の
部
、
梅
宮
の
項
で

橘
清
友
の
母
が
「
伴
邑
等
女
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、「
等
」
の
字

の
崩
し
か
ら
「
邑
治
麻
呂
」
の
署
名
（「
越
前
国
正
税
帳
」『
大
日
本
古
文
書
』

巻
一
・
四
三
九
頁
（
を
残
し
て
い
る
祖
父
麻
呂
に
比
定
し
て
い
る（

11
（

。
要
す
る

に
、
橘
奈
良
麻
呂
と
大
伴
祖
父
麻
呂
の
女
に
婚
姻
関
係
が
あ
り
、
転
じ
て
奈
良

麻
呂
と
古
慈
斐
は
義
理
の
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る（

11
（

。
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て

は
他
の
史
料
で
右
の
婚
姻
関
係
を
示
す
も
の
は
な
く
、『
公
卿
補
任
』
の
奈
良

時
代
の
部
分
で
は
藤
原
氏
以
外
の
母
の
記
述
が
な
い
こ
と
が
通
例（

11
（

で
あ
る
た
め
、

そ
の
実
証
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
吉
川
氏
の
指
摘
は
新
た
な
知
見
と
し
て
注
目

さ
れ
よ
う
。

最
後
に
家
持
の
近
親
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

史
料
m
『
万
葉
集
』
巻
二
十
・
四
二
九
八
〜
四
三
〇
〇
番

（
天
平
勝
宝
（
六
年
正
月
四
日
氏
人
等
賀
二

集
于
少
納
言
大
伴
宿
祢
家

持
之
宅
一

宴
飲
歌
三
首

霜
の
上
に
霰
た
走
り
い
や
ま
し
に
我
れ
は
参
ゐ
来
む
年
の
緒
長
く

右
一
首
左
兵
衛
督
大
伴
宿
祢
千
室

年
月
は
新
た
新
た
に
相
見
れ
ど
我
が
思
ふ
君
は
飽
き
足
ら
ぬ
か
も

な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
彼
の
系
譜
的
位
置
づ
け
の
確
定
に
は
至

っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

た
だ
し
、
内
・
外
階
コ
ー
ス（

11
（

か
ら
類
推
し
た
先
行
研
究
も
存
す
る
。
す
な
わ

ち
、
天
平
三
年
（
七
三
一
（
に
兄
麻
呂
が
従
五
位
下
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時

の
大
伴
氏
に
は
内
・
外
階
コ
ー
ス
が
混
在
し
て
お
り
、
吹
負
系
・
馬
来
田
系
が

外
階
コ
ー
ス
で
あ
る
た
め
、
残
る
安
麻
呂
系
・
御
行
系
は
内
階
コ
ー
ス
と
想
定

さ
れ
る（

11
（

。
以
上
の
事
実
か
ら
、
兄
麻
呂
は
御
行
系
で
あ
る
と
の
見
解
が
支
配
的

で
あ
る（

1（
（

。
本
稿
で
は
遺
憾
な
が
ら
実
証
す
る
材
料
が
な
い
た
め
今
後
の
課
題
と

し
、
先
行
研
究
に
従
っ
て
御
行
系
と
し
て
お
き
た
い
。

兄
麻
呂
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
の
は
次
の
世
代
の
人
物
と
思
わ
れ
る
御
依

と
潔
足
で
あ
る
。
御
依
は
『
続
群
書
類
従
』
所
収
「
伴
氏
系
図
」
で
は
御
行
の

子
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
潔
足
は
『
続
群
書
類
従
』
所
収
「
大
伴
系
図
」
で

は
兄
麻
呂
の
子
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
公
卿
補
任
』
延
暦
九
年
条
に
も
同
様
の

表
記
が
あ
る
。
潔
足
の
場
合
、『
公
卿
補
任
』
の
尻
付
の
内
容
に
諸
氏
族
の
功

臣
家
伝
に
基
づ
く
六
国
史
と
の
重
複
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
や
や

信
憑
性
に
欠
け
る
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
定
程
度
信
を
置
く
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
一
方
、
御
依
の
場
合
、
明
ら
か
に
御
行
の
子
の
世
代
と
い
う
よ

り
は
孫
の
世
代
と
い
う
べ
き
時
代
に
活
動
が
窺
わ
れ
、
何
よ
り
も
「
伴
氏
系

図
」
の
み
で
は
史
料
的
根
拠
に
欠
け
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
御
依
・
駿
河
麻
呂
・
潔
足
が
お
お
よ
そ
同
じ
世
代
の
人

物
と
見
な
し
た
上
で
、
潔
足
の
父
が
兄
麻
呂
で
あ
る
と
の
『
公
卿
補
任
』
の
表

記
を
念
頭
に
入
れ
つ
つ
も
、
慎
重
を
期
し
て
三
者
を
御
行
系
で
父
不
明
と
い
う
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と
こ
ろ
で
あ
る（

11
（

。

し
か
し
、
史
料
m
に
つ
い
て
は
「
禁
三

正
月
往
来
行
二

拝
賀
之
礼
一。
如
有
二

違

犯
者
一、
依
二

浄
御
原
朝
庭
制
一、
决
二

罸
之
一。
但
聴
レ

拝
二

祖
父
兄
及
氏
上
者
一

」

（『
続
日
本
紀
』
文
武
元
年
閏
十
二
月
庚
申
条
（、「
諸
氏
長
等
或
不
レ

預
二

公
事
一

恣
集
二

己
族
一。
自
今
以
後
不
レ

得
二

更
然
一

」（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
天
平
勝

宝
九
年
六
月
九
日
勅
（
な
ど
の
よ
う
に
氏
上
の
も
と
に
氏
人
が
参
集
し
て
い
る

背
景
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り（

11
（

、
家
持
と
の
個
人
的
関
係
の
み
で
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
氏
上
が
氏
全
体
を
結
集
す
る
氏
長
者
と
同
等
な
存
在
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
し
た
い
が
、
少
な
く
と
も
当
時
の
嫡
流
で

あ
る
安
麻
呂
系
を
統
合
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
史
料
m
に
登
場
す
る
大
伴
氏
の
氏
人
は
具
体
的
な
関
係
こ
そ
不
明
で

あ
る
も
の
の
、
安
麻
呂
系
傍
系
の
人
物
で
あ
り
、
家
持
の
近
親
で
あ
る
と
想
定

し
て
お
き
た
い
。

第
二
節
　
九
世
紀
に
お
け
る
大
伴
氏

本
節
で
は
九
世
紀
に
お
け
る
大
伴
氏
の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き

た
い
。
前
節
と
同
様
に
、
先
行
研
究
で
議
論
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
中
心
と
な

る
。
ま
ず
、
一
番
議
論
と
な
っ
て
い
る
の
は
善
男
の
近
親
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
善
男
が
活
躍
し
た
九
世
紀
中
葉
ご
ろ
に
名
前
が
類
似
し
た
伴
氏
が

存
在
す
る
。
一
人
は
伴
龍
男
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
河
男
で
あ
る
。
特
に
前
者

に
つ
い
て
は
当
時
の
良
吏
を
論
じ
る
際
に
た
び
た
び
挙
げ
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。

右
一
首
民
部
少
丞
大
伴
宿
祢
村
上

霞
立
つ
春
の
初
め
を
今
日
の
ご
と
見
む
と
思
へ
ば
楽
し
と
そ
思
ふ

右
一
首
左
京
少
進
大
伴
宿
祢
池
主

史
料
m
に
よ
れ
ば
、
天
平
勝
宝
六
年
正
月
に
少
納
言
大
伴
家
持
の
邸
宅
に
氏
人

ら
が
集
ま
っ
て
き
て
宴
会
を
催
し
て
い
る
が
、
名
前
が
残
っ
て
い
る
の
が
大
伴

千
室
・
村
上
・
池
主
の
三
人
で
あ
っ
た
。
大
伴
千
室
は
史
料
m
以
外
に
見
え

ず
、
左
兵
衛
督
の
官
職
か
ら
し
て
五
位
以
上
と
い
う
こ
と
以
外
は
不
明
で
あ

る（
11
（

。一
方
、
村
上
と
池
主
に
つ
い
て
は
多
少
の
手
が
か
り
が
存
す
る
。
村
上
は

『
万
葉
集
』
巻
一
九
・
四
二
六
三
番
に

櫛
も
見
じ
屋
内
も
掃
か
じ
草
枕
旅
行
く
君
を
斎
ふ
と
思
ひ
て

右
件
歌
、
伝
誦
大
伴
宿
祢
村
上
同
清
継
等
是
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
天
平
勝
宝
四
年
閏
三
月
に
大
伴
古
麻
呂
入
唐
の
餞
別
の
宴
会

が
大
伴
古
慈
斐
邸
で
行
わ
れ
た
時
に
詠
ま
れ
た
四
二
六
三
番
を
「
伝
誦
」
し
て

い
る
。
誰
に
「
伝
誦
」
し
た
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
巻
一
九
は
大
伴
家
持
の
歌

日
記
的
性
格
が
濃
厚（

11
（

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
対
象
は
家
持
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
古
麻
呂
の
餞
別
の
宴
会
に
家
持
は
参
加
し
て
い
な
い
も
の
と
想
定
さ
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
家
持
不
在
の
宴
会
で
詠
ま
れ
た
歌
を
村
上
が
伝
え
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
家
持
と
村
上
の
親
近
性
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
池
主
は
家
持
の
越
中
守
赴

任
時
代
に
越
中
掾
と
し
て
家
持
の
下
僚
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
し
ば
家
持
と
歌
の

や
り
と
り
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
親
密
さ
が
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
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の
善
男
だ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
角
田
文
衛
氏（

11
（

は
九
世
紀
段

階
よ
り
、
藤
原
良
房
・
良
相
な
ど
の
よ
う
に
通
字
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
と
し

て
、
龍
男
が
重
い
処
分
を
免
れ
た
の
は
当
時
廟
堂
で
台
頭
し
て
き
た
伴
善
男
と

兄
弟
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
の
説
を
呈
示
し
た
。

確
か
に
通
字
の
萌
芽
的
形
態
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
角
田
氏
の
述
べ
て
い
る

通
り
で
あ
り
、
系
図
復
元
の
一
つ
の
手
法
と
し
て
視
野
に
入
れ
る
必
要
は
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
善
男
は
史
料
n
・
o
の
時
点
で
参
議
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
、

ま
だ
権
力
中
枢
者
と
の
関
係
構
築
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
私
見
で
は
伴
善
男
は

藤
原
順
子
の
中
宮
大
夫
お
よ
び
皇
太
后
宮
大
夫
を
務
め
る
こ
と
で
同
母
兄
弟
の

良
相
と
も
関
係
を
深
め
て
い
き
、
そ
れ
が
応
天
門
の
変
の
発
生
要
因
と
み
る

が（
1（
（

、
少
な
く
と
も
龍
男
の
赦
免
云
々
に
つ
い
て
は
龍
男
の
兄
弟
で
あ
る
と
い
う

点
ま
で
想
定
し
な
く
て
も
説
明
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
当
該
期
の
伴
宿

祢
氏
は
伴
直
氏
な
ど
を
改
賜
姓
に
よ
っ
て
同
族
に
取
り
込
む
氏
族
再
編
を
実
施

し
て
お
り（

11
（

、
た
と
え
同
じ
ウ
ヂ
名
で
あ
っ
た
と
し
て
も
伴
宿
祢
氏
と
流
れ
を
同

じ
く
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
善
男
と
龍
男
が
何

ら
か
の
個
人
的
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
善
男
と
龍
男

の
間
に
は
官
位
の
差
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
伴
氏
の
主
流
に
近
い
存
在
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
も
怪
し
い
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
応
天
門
の
変
の
関

係
者
が
処
分
さ
れ
た
際
に
み
え
る
伴
秋
実
や
清
縄
が
「
善
男
之
従
」（『
三
代
実

録
』
貞
観
八
年
九
月
二
十
二
日
条
（
と
な
っ
た
紀
豊
城
と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
善
男
の
僕
従
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
り
、
同
様
に
龍
男
も
位
置
づ
け
る
余

地
が
あ
ろ
う
。
佐
伯
有
清
氏
は
伴
龍
男
・
河
男
が
兄
弟
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

史
料
n
『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
（
閏
十
二
月
庚
午
条

先
レ

是
、
紀
伊
守
従
五
位
下
伴
宿
祢
龍
男
、
与
二

国
造
紀
宿
祢
高
継
一

不
レ

愜
。
於
レ

是
不
レ

忍
二

怒
意
一。
輙
発
レ

兵
捕
二

高
継
并
党
与
人
等
一。
仍
可
二

勘

申
一

状
、
官
符
下
知
已
畢
。
而
今
日
掾
林
朝
臣
並
人
馳
来
申
云
、
守
龍
男

分
二

遣
従
僕
一、
各
帯
二

兵
仗
一、
暗
中
放
レ

鏑
、
威
二

脅
衆
庶
一。
或
被
レ

執
二

令

囲
一、
日
夜
叨
呼
、
或
東
西
奔
走
、
中
途
流
離
。
並
人
諌
曰
、
百
姓
有
二

犯
レ

過
者
一、
雖
レ

云
二

長
官
一、
須
下

委
二

之
傍
吏
一、
任
レ

理
勘
決
上。
而
躬
捕
二

前
人
一、

事
乖
二

物
情
一。
龍
男
固
拒
不
レ

聴
。
仍
脱
レ

身
入
レ

京
者
。
又
高
継
所
レ

進
之

国
符
稱
、
国
造
紀
宿
祢
高
継
犯
罪
之
替
、
擬
二

補
紀
宿
祢
福
雄
一

者
。
勅
、

国
造
者
、
非
二

国
司
解
却
之
色
一。
而
輙
解
二

却
之
一、
推
二

量
意
况
一、
稍
渉
二

不

臣
一。
宜
下

停
二

釐
務
一、
任
レ

法
勘
奏
上。

史
料
o
『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
（
八
五
九
（
十
二
月
二
十
七
日
条

太
政
官
論
奏
言
、
前
越
後
守
従
五
位
上
伴
宿
祢
龍
男
令
下
二

従
者
公
弥
侯
広

野
等
一、
毆
中

殺
書
生
物
部
稲
吉
上。
前
者
稲
吉
向
二

太
政
官
一、
告
三

訴
守
龍
男

犯
二

用
官
物
一。
故
殺
之
状
下
二

刑
部
省
一、
令
レ

断
二

龍
男
罪
一、
省
稱
レ

会
二

恩

赦
一。
直
従
二

放
免
一。（
後
略
（

史
料
n
・
o
に
よ
れ
ば
、
伴
龍
男
が
た
び
た
び
赴
任
先
で
問
題
を
起
こ
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
二
度
と
も
そ
れ
ほ
ど
重
い
処
分
が
く
だ
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
佐
伯
有
清
氏（

11
（

は
朝
廷
に
強
力
な
支
援
者
が
お
り
、
そ
れ
が
近
親
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う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
様
々
あ
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
淳
和
天
皇
の

即
位
後
に
急
速
に
昇
進
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
淳
和
天
皇
の
乳
母（

11
（

を
輩
出

し
た
系
統
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、

乳
母
が
そ
の
氏
の
有
力
系
統
出
身
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
限
ら
な
い
の
で
、
真

臣
が
当
時
参
議
を
務
め
て
い
た
安
麻
呂
系
国
道
と
近
い
血
縁
関
係
を
有
し
て
い

た
か
は
後
考
に
俟
ち
た
い
。
な
お
、
真
臣
に
は
藤
原
常
嗣
の
妻
と
な
っ
た
女
が

お
り
、
葛
覧
を
産
ん
で
い
る（

11
（

。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
真
臣
の
系
統
に
つ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
当
時
の
伴
氏
の
動
向
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
女
性
が
伴
全
刀
自

と
友
子
で
あ
る
。
全
刀
自
は
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
（
五
月
庚
申

条
に
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
が
、
彼
女
の
地
位
に
つ
い
て
は
今

少
し
考
え
る
手
が
か
り
が
あ
る
。

史
料
q
『
類
聚
符
宣
抄
』
第
六
外
記
職
掌
（
外
記
代
（、
弘
仁
七
年
四
月
十
七

日
宣

太
政
官
史
生
已
上
、
就
レ

務
聴
レ

出
三

入
自
二

殿
階
下
一。

弘
仁
七
年
四
月
十
七
日
。
在
二

陣
例
一。〈
掌
侍
伴
宿
祢
伝
宣
〉

右
に
み
え
る
掌
侍
伴
宿
祢
が
誰
を
指
す
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
時
の

掌
侍
の
位
階
相
当
が
お
お
よ
そ
従
五
位（

11
（

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
か
な
り
絞
り
込
め

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
当
時
従
五
位
下
で
あ
っ
た
大
伴
氏
の
女
性
官

人
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
全
刀
自
以
外
に
は
見
い
だ
し
が
た
く
、
史
料
q

の
掌
侍
伴
宿
祢
は
伴
全
刀
自
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
方
、
伴
友
子
は
系
統
不
明
の
長
村
の
女
で
あ
り
、
南
家
の
藤
原
三
守
の
妻

な
く
も
な
い
が
推
測
の
域
を
出
な
い
と
す
る
一
方
で
、
か
な
り
近
い
血
縁
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
と
し
て
い
る
が（

11
（

、
本
稿
で
は
僕
従
説
の
可
能
性
を

呈
示
し
て
お
き
た
い
。

次
に
時
期
は
さ
か
の
ぼ
る
が
、
伴
真
臣
の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
。

史
料
p
『
類
聚
国
史
』
六
六
薨
卒
、
天
長
九
年
（
八
三
二
（
五
月
乙
卯
条

右
兵
衛
督
従
四
位
下
伴
宿
祢
真
臣
卒
。
従
五
位
下
名
鳥
第
九
子
也
。
天
長

□
年
至
□
□
。
弘
仁
十
四
年
授
二

従
五
位
下
一、
拝
二

左
馬
助
一、
遷
二

右
兵
衛

権
佐
一、
兼
二

尾
張
守
一。
天
長
□
年
除
二

右
少
弁
左
衛
門
権
佐
一。
七
年
叙
二

正

五
位
下
一、
俄
叙
二

従
四
位
下
一、
累
遷
二

右
兵
衛
督
一。
忽
得
二

重
病
一。
卒
二

私

宅
一。
時
年
卌
九
。

史
料
p
に
よ
れ
ば
、
真
臣
は
名
鳥
の
第
九
子
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
名
鳥
な

る
人
物
は
他
に
見
え
な
い
。
宝
賀
寿
男
氏
は
名
鳥
を
馬
来
田
系
の
伯
麻
呂
の

子
、
名
鳥
の
子
で
あ
る
真
臣
を
承
和
の
変
で
処
罰
さ
れ
た
伴
健
岑
の
父
と
推
定

し
て
い
る
が（

11
（

、
確
た
る
根
拠
を
示
し
て
お
ら
ず
、
首
肯
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。

史
料
p
以
外
に
真
臣
の
経
歴
を
抽
出
す
る
と
、
天
長
五
年
（
八
二
八
（
正
月
に

従
五
位
上
に
昇
叙
し
（『
類
聚
国
史
』
巻
九
九
叙
位
、
同
年
正
月
甲
子
条
（、
従

四
位
下
に
昇
っ
た
の
は
『
類
聚
国
史
』
九
九
叙
位
、
天
長
八
年
（
八
三
一
（
十

月
庚
午
条
に
み
え
る
。
主
に
武
官
の
経
歴
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
四
十
歳
代
で
あ

り
な
が
ら
天
長
年
間
に
急
速
な
昇
進
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
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お
わ
り
に

本
稿
は
別
稿
で
呈
示
し
た
大
伴
古
麻
呂
が
安
麻
呂
系
非
嫡
流
で
あ
り
な
が
ら

遣
唐
副
使
や
弁
官
に
任
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
息
子
の
継
人
か
ら
曾
孫
の
善
男
ま

で
「
貴
族
官
人
の
再
生
産
」
が
果
た
さ
れ
た
と
の
知
見
を
補
強
す
べ
く
、
大
伴

古
麻
呂
の
系
譜
的
位
置
づ
け
を
中
心
に
大
伴
氏
の
系
図
復
元
を
試
み
た
も
の
で

あ
る
。
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
奈
良
時
代
の
氏
族
お
よ
び
政
治
史

を
官
職
の
面
か
ら
検
討
す
る
手
法
は
有
効
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
前
提

と
な
る
系
図
復
元
が
重
要
で
あ
る
点
を
強
調
し
て
擱
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

姉
妹
編
と
も
言
う
べ
き
別
稿
と
と
も
に
諸
賢
の
ご
叱
正
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

（
（
（竹
内
理
三
「
八
世
紀
に
お
け
る
大
伴
的
と
藤
原
的
」（『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』

第
Ⅰ
部
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
七
年
、
初
出
一
九
五
二
年
（。

（
（
（長
山
泰
孝
「
古
代
貴
族
の
終
焉
」（『
古
代
国
家
と
王
権
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
二
年
、
初
出
一
九
八
一
年
（。

（
（
（例
え
ば
、
荒
木
敏
夫
『
古
代
日
本
の
勝
者
と
敗
者
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一

四
年
（
な
ど
。

（
（
（拙
稿
「
大
伴
古
麻
呂
と
奈
良
時
代
政
治
史
の
展
開
」（『
古
代
文
化
』
六
七
―

二
、
二
〇
一
五
年
（。

（
（
（服
藤
早
苗
「
平
安
時
代
の
氏
―
家
と
女
性
」（『
家
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書

房
、
一
九
九
一
年
（、
高
橋
秀
樹
「
貴
族
層
に
お
け
る
中
世
的
「
家
」
の
成
立

と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
（『
公
卿
補
任
』
貞
観
十
四
年
条
、
藤
原
仲
縁
尻
付
（。

藤
原
三
守
は
延
暦
寺
別
当
を
伴
国
道
と
と
も
に
務
め
、
三
守
・
国
道
は
天
台
伝

法
の
人
と
さ
れ
る
な
ど
、
両
者
の
関
係
は
深
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

11
（

。
そ
し

て
、
藤
原
三
守
の
兄
姉
に
あ
た
る
美
都
子
は
藤
原
冬
嗣
の
妻
で
良
房
・
良
相
・

順
子
の
母
に
あ
た
り
、
三
守
の
女
は
小
野
篁
の
妻
に
な
っ
て
い
る
か
ら
（『
帝

王
編
年
記
』
仁
寿
二
年
一
二
月
二
二
日
条
（、
藤
原
三
守
―
伴
善
男
・
小
野
篁

と
い
う
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
善
愷
訴
訟
事
件
に
お
い
て
善
男

と
篁
が
歩
調
を
合
わ
せ
て
正
躬
王
や
伴
成
益
を
失
脚
さ
せ
る
素
地
の
形
成
に
つ

な
が
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
藤
原
順
子
を
介
し
た
藤
原

良
相
―
伴
善
男
の
関
係
は
三
守
と
国
道
の
関
係
形
成
の
時
点
か
ら
の
歴
史
的
帰

結
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、
伴
善
男
の
台
頭
に
も
友
子
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
守
と
友
子
の
婚
姻
は
所
生
子
・
仲
統
が
弘
仁
十
年
（
八
一
九
（
生
ま
れ
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら（

11
（

、
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。
三
守
は
承
和
七
年
（
八

四
〇
（
に
亡
く
な
る
が
（『
続
日
本
後
紀
』
同
年
七
月
庚
辰
条
（、
友
子
は
そ
の

後
も
健
在
で
あ
り
、
承
和
十
二
年
（
八
四
五
（
に
従
五
位
上
か
ら
正
五
位
下
に

昇
叙
し
、
そ
の
翌
年
に
は
典
膳
と
な
っ
て
い
る（

11
（

。
友
子
の
前
の
世
代
の
人
物
と

し
て
全
刀
自
が
お
り
、
国
道
の
昇
進
に
寄
与
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
善

男
に
ま
で
続
く
伴
氏
の
台
頭
の
背
景
に
は
「
女
性
の
力
」
が
欠
か
せ
な
か
っ
た

こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
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（
（（
（岸
俊
男
『
藤
原
仲
麻
呂
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
（
二
〇
七
頁
。

（
（（
（青
木
洋
子
「
甥
姪
覚
書
―
宇
津
保
物
語
小
攷
」（『
目
白
国
文
』
三
、
一
九
六
四

年
（。

（
（（
（倉
本
一
宏
『
奈
良
朝
の
政
変
劇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
（
一
二
九
頁
。

（
（（
（『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
名
辺
王
を
大
井
王
の
甥
と
す
る
が
、
文

脈
上
垂
水
王
の
甥
と
す
る
の
が
妥
当
か
。

（
（（
（布
村
一
夫
「「
正
倉
院
籍
帳
」
に
お
け
る
親
族
名
称
」（『
正
倉
院
籍
帳
の
研
究
』

刀
水
書
房
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
五
七
年
（。

（
（（
（布
村
註（
（（
（前
掲
論
文
、
南
部
曻
「
親
族
呼
称
の
考
察
」（『
日
本
古
代
戸
籍
の

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
七
三
年
（。

（
（（
（篠
川
賢
「
武
智
麻
呂
伝
の
史
料
性
に
つ
い
て
」（
篠
川
賢
・
増
尾
伸
一
郎
編

『
藤
氏
家
伝
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
（。

（
（0
（栗
原
弘
「『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
婚
姻
形
態
」（『
平
安
前
期
の
家
族
と
親

族
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
九
六
年
（。

（
（（
（『
尊
卑
分
脈
』
第
二
篇
・
五
四
二
頁
。

（
（（
（加
藤
謙
吉
「
日
本
の
遣
唐
留
学
生
と
渡
来
人
」（『
専
修
大
学
東
ア
ジ
ア
世
界
史

研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
一
、
二
〇
〇
八
年
（。

（
（（
（倉
本
註（
（（
（前
掲
書
、
一
二
九
〜
一
三
二
頁
。

（
（（
（金
子
武
雄
『
続
日
本
紀
宣
命
講
』（
高
科
書
店
、
一
九
八
九
年
、
初
版
一
九
四

一
年
（
一
九
二
頁
。

（
（（
（『
続
群
書
類
従
』
所
収
「
大
伴
系
図
」「
伴
氏
系
図
」
に
も
安
麻
呂
の
子
と
あ

る
。

と
展
開
」（『
日
本
中
世
の
家
と
親
族
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
（。

（
（
（笹
山
晴
生
「
平
安
前
期
の
左
右
近
衛
府
に
関
す
る
考
察
」（『
日
本
古
代
衛
府
制

度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
六
二
年
（、
玉
井

力
「
道
長
時
代
の
蔵
人
に
関
す
る
覚
書
」（『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
七
八
年
（。

（
（
（佐
藤
進
一
『
日
本
の
中
世
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
（
第
一
章
第
三

節
。

（
（
（太
田
亮
『
古
代
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
第
一
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
六
三
年
（
一

二
二
九
〜
一
二
三
五
頁
。

（
（
（尾
山
篤
二
郎
『
大
伴
家
持
の
研
究
』（
平
凡
社
、
一
九
五
六
年
（
二
二
頁
、
川

口
常
孝
『
大
伴
家
持
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
（
一
三
頁
、
鐘
江
宏
之
「
大
伴

古
麻
呂
と
藤
原
仲
麻
呂
」（『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
五
一
、
二
〇
〇

四
年
（。

（
（0
（溝
口
睦
子
『
古
代
氏
族
の
系
譜
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
（
四
四
頁
。

高
島
正
人
『
奈
良
時
代
諸
氏
族
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
（
六

九
二
頁
お
よ
び
宝
賀
寿
男
『
古
代
氏
族
系
譜
集
成
』
中
（
古
代
氏
族
研
究
会
、

一
九
八
六
年
（
八
三
二
頁
も
御
行
系
説
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
が
、
両
者
は

『
万
葉
集
』
を
引
用
し
て
お
ら
ず
、
論
拠
も
弱
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

（
（（
（鷺
森
浩
幸
「
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
初
期
の
大
伴
氏
」（『
帝
塚
山
大
学
人
文
学

部
紀
要
』
三
一
、
二
〇
一
二
年
（。

（
（（
（東
野
治
之
「
長
屋
王
家
木
簡
の
文
体
と
用
語
」（『
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』
塙

書
房
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
九
一
年
（。
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れ
て
い
る
。
な
お
、
二
条
大
路
木
簡
の
削
屑
に
千
室
の
名
が
み
え
る
。

（
（（
（『
万
葉
集
』
巻
一
七
〜
二
十
は
大
伴
家
持
の
歌
日
誌
と
し
て
、
彼
の
主
体
的
な

編
纂
を
想
定
す
る
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
鉄
野
昌

弘
「
大
伴
家
持
論
（
前
期
（
―
「
歌
日
誌
」
の
編
纂
を
中
心
に
―
」（『
大
伴
家

持
「
歌
日
誌
」
論
考
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
（。

（
（（
（米
沢
康
「
大
伴
家
持
と
大
伴
池
主
」（『
北
陸
古
代
の
政
治
と
社
会
』
法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
八
六
年
（。

（
（（
（小
野
寺
静
子
「
大
伴
池
主
―
「
氏
族
の
人
等
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
北
海
学
園

大
学
人
文
論
集
』
三
八
、
二
〇
〇
八
年
（。

（
（（
（佐
伯
有
清
『
伴
善
男
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
（
四
六
頁
。

（
（0
（角
田
文
衛
「
参
議
伴
保
平
―
残
照
の
大
伴
氏
―
」（『
王
朝
の
映
像
』
東
京
堂
出

版
、
一
九
七
〇
年
（。

（
（（
（仁
藤
智
子
「
応
天
門
の
変
と
『
伴
大
納
言
絵
巻
』
―
記
録
と
記
憶
の
間
―
」

（『
国
士
舘
史
学
』
一
九
、
二
〇
一
五
年
（
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
（（
（大
判
事
・
明
法
博
士
を
歴
任
し
た
伴
良
田
連
宗
（『
文
徳
実
録
』
斉
衡
二
年
正

月
己
酉
条
（、
藤
原
良
房
の
家
人
で
あ
っ
た
伴
大
田
宿
祢
常
雄
（『
三
代
実
録
』

貞
観
三
年
八
月
十
九
日
条
（、
讃
岐
国
多
度
郡
を
本
貫
と
す
る
佐
伯
直
氏

（『
同
』
貞
観
三
年
十
一
月
十
一
日
条
（
な
ど
。

（
（（
（佐
伯
註（
（（
（前
掲
書
、
四
五
〜
四
七
頁
。

（
（（
（宝
賀
註（
（0
（前
掲
書
、
八
二
〇
頁
。

（
（（
（淳
和
天
皇
は
即
位
以
前
に
大
伴
親
王
と
号
し
て
い
た
。
皇
親
の
名
が
乳
母
の
出

身
氏
族
に
由
来
す
る
こ
と
が
一
般
的
な
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

（
（（
（尾
山
註（
（
（前
掲
書
、
三
〇
一
頁
。
な
お
、
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
に
つ
い

て
は
、
増
尾
伸
一
郎
「〈
君
が
手
馴
れ
の
琴
〉
考
」（『
万
葉
歌
人
と
中
国
思
想
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
九
一
年
（
に
よ
っ
て
詳
細
な
検
討
が

な
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（土
田
直
鎮
「
公
卿
補
任
の
成
立
」（『
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
五
五
年
（、
美
川
圭
「
公
卿
補
任
」（
皆
川
完
一
・
山

本
信
吉
編
『
国
史
大
系
書
目
解
題
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
（。

（
（（
（竹
内
理
三
「
氏
長
者
」（『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
第
Ⅱ
部
、
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
五
八
年
、
初
出
一
九
五
四
年
（。

（
（（
（内
・
外
階
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
野
村
忠
夫
「
内
・
外
位
制
と
内
・
外
階
制
」

（『
律
令
官
人
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
（。

（
（0
（鷺
森
註（
（（
（前
掲
論
文
は
御
行
系
は
御
行
の
氏
上
就
任
に
よ
り
、「
本
宗
家
」

と
な
っ
た
と
す
る
。

（
（（
（高
島
註（
（0
（前
掲
書
、
六
九
二
頁
。
西
野
悠
紀
子
「
八
世
紀
官
僚
貴
族
の
氏
―

そ
の
内
部
構
造
に
ふ
れ
て
―
」（
岸
俊
男
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
政
治
社

会
史
研
究
』
中
、
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
（
は
内
階
コ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
論

拠
と
し
つ
つ
も
、
安
麻
呂
系
で
あ
る
可
能
性
を
併
記
し
て
い
る
。

（
（（
（吉
川
敏
子
『
氏
と
家
の
古
代
史
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
三
年
（
一
一
八
〜
九
頁
。

（
（（
（な
お
、
吉
川
註（
（（
（前
掲
書
（
一
一
九
頁
（
は
こ
の
点
か
ら
古
慈
斐
が
橘
奈
良

麻
呂
の
乱
に
連
坐
し
た
背
景
を
説
明
し
て
い
る
。

（
（（
（土
田
註
（
（（
（
前
掲
論
文
。

（
（（
（『
令
義
解
』
官
位
令
従
五
位
条
に
よ
れ
ば
、
左
右
兵
衛
督
は
従
五
位
相
当
と
さ
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（
（（
（『
尊
卑
分
脈
』
第
一
編
・
三
〇
頁
。
常
嗣
の
弟
・
常
永
の
妻
と
な
り
是
法
・
維

邦
を
産
ん
だ
と
の
記
載
も
存
す
る
が
、
兄
弟
で
妻
を
同
じ
く
し
た
と
は
考
え
が

た
く
、
本
稿
で
は
常
嗣
の
妻
と
し
て
お
き
た
い
。

（
（（
（須
田
春
子
『
平
安
時
代
後
宮
及
び
女
司
の
研
究
』（
千
代
田
書
房
、
一
九
八
二

年
五
月
（
一
一
九
頁
、
伊
集
院
葉
子
・
義
江
明
子
・Joan R.Piggott

「
日
本

令
に
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
そ
の
（
（
（
後
宮
職
員
令
（
上
（
―
」（『
専
修
史

学
』
五
五
、
二
〇
一
三
年
（。

（
（（
（佐
伯
註（
（（
（前
掲
書
、
二
五
頁
。

（
（（
（『
公
卿
補
任
』
貞
観
十
七
年
条
に
五
十
七
歳
で
死
去
し
た
こ
と
が
見
え
、
逆
算

し
て
算
出
し
た
。

（
（0
（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
二
年
（
八
四
五
（
正
月
乙
卯
条
、
同
十
三
年
五
月
丁

卯
条
。
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表1　臨終・病気の際に召喚される親族範囲
№ 召喚者 被召喚者 親等 典拠 備考

（ 玄風大師 普建・普成（子） （ 『扶桑』欽明（0年（（（（）（/（（条所引「雙林寺
実録」 仏事の教命。

（ 欽明天皇 皇太子（子） （ 『書紀』欽明（（年（（（（）（月戊辰朔壬辰条 新羅打倒を遺詔。
（ 大部屋栖野古 妻子 （・（ 『霊異記』上巻・第（話 欽明（（年（（（（）。蘇生時に冥界の話。

（ 推古天皇 田村皇子・山背大兄皇子
（兄弟の孫） （ 『書紀』舒明即位前紀 皇位継承への姿勢を教誨。

（ 天智天皇 大海人皇子（兄弟） （ 『書紀』天智（0年（（（（）（0月庚辰条 後事を託そうとする。
（ 藤原不比等 親族ヵ ― 『補任』養老（年条 火葬について遺教。
（ 藤原武智麻呂 光明皇后（兄妹） （ 『家伝』武智麻呂伝 天平（年（（（（）。臨終により邸宅に行幸。
（ 粟田朝臣の女 女の妋（兄） （ 『霊異記』上巻・第（（話 聖武期。夫について遺言。
（ 信厳禅師の子 信厳の妻（男子の母） （ 『霊異記』中巻・第（話 臨終の男子に乳を飲ませる。

（0 摂津国東生郡撫
凹村の家長 妻子 （・（ 『霊異記』中巻・第（話 火葬についての遺言。

（（ 桓武天皇 五百枝王（姉妹の子） （ 『後紀』大同元年（（0（）（月己卯条 病が重くなり、召喚。翌日、本位に復す。
（（ 嵯峨太上天皇 仁明天皇（子） （ 『続後紀』承和（年（（（（）（月庚戌朔・癸丑条 不予による朝覲行幸。
（（ 小野篁 篁の諸子 （ 『文実』仁寿（年（（（（）（（月癸未条 葬儀について遺言。
（（ 藤原良相 良相の諸子 （ 『三実』貞観（年（（（（）（0/（0条 葬儀について遺言。
（（ 菅原是善 菅原道真（子） （ 『菅家文草』巻（（「吉祥院法華会願文」（（（0） （0月悔過について遺戒。
（（ 光孝天皇 定省親王（子） （ 『要略』巻（0・阿衡事所引「宇多天皇日記」 仁和（年（（（（）ヵ。定省の輔弼を託す。
（（ 賀陽豊仲、豊陰、豊恒（兄弟）、忠貞（子） （・（ 『扶桑』寛平（年（（（（）条所引「善家秘記」 賀陽良藤を捜索。
（（ 三善清行 浄蔵（子） （ 『扶桑』延喜（（年（（（（）（0/（（、（（/（条 浄蔵の加持祈祷により、清行蘇生。

（（ 源頎子 藤原忠平（夫） （ 『貞信』延喜（0年（（（0）（/（（、延長（年（（（（）
（/（（、（（/（（条 看病により出仕せずor退出。

（0 醍醐太上天皇 朱雀天皇（子） （ 『吏部』延長（年（（（0）（/（（条 （つの遺戒を示す。
（（ 醍醐太上天皇 代明親王・重明親王（子） （ 『吏部』延長（年（（（0）（/（（条 （つの遺詔を告げる。

（（ 藤原穏子 忠平（兄妹） （ 『 貞 信 』 天 慶（年（（（（）（（/（、 同（年（/（（、
（/（（条 病を見舞う。

（（ 藤原寛子 重明親王（夫） （ 『吏部』天慶（年（（（（）（/（（条 病の知らせにより内裏より退出。
（（ 朱雀太上天皇 加賀命婦（乳母） ― 『吏部』天暦（年（（（（）（/（（条 （/（（。重病の上皇のもとに参る。
（（ 藤原実資 懐平（兄弟） （ 『小右記』永延元年（（（（）（/（、（/（（条 重病の実資を見舞う。
（（ 藤原実資 公任（従兄弟） （ 『小右記』永延元年（（（（）（/（（条 重病の実資を見舞う。

（（ 藤原頼忠 実資（弟の子） （ 『小右記』永祚元年（（（（）（/（（、（/（（条 病状を問うに仁王経読経の命あり。危篤に
より馳参するも死去。

（（ 室町殿 実資（夫） （ 『小右記』永祚元年（（（（）（/（（条 危篤により馳参。
（（ 藤原永年 実資（母の異母姉妹の子） （ 『小右記』永祚元年（（（（）（（/（条 危篤の知らせを聞き、馳参・会話。

（0 藤原公任 実資（従兄弟） （ 『 小 右 記 』 正 暦（年（（（（）（/（、 万 寿 元 年
（（0（（）（（/（0条 面会し病状を問う。

（（ 藤原詮子 道長（兄妹） （ 『権記』長徳（年（（（（）（/（条 病が危急のため、馳参。
（（ 藤原詮子 一条天皇（子） （ 『権記』長徳（年（（（（）（/（（条 病を受けて、東三条院に行幸。
（（ 藤原行成の子 行成室（母） （ 『権記』長徳（年（（（（）（0/（（条 夭折した子を看取る。

（（ 藤原行成室 行成（夫） （ 『 権 記 』 長 徳（年（（（（）（（/（（条、 長 保（年
（（00（）（0/（（条

病により馳参。出産した室を看病。母子と
もに死去。

（（ 藤原行成室 成房（行成の従兄弟） （ 『権記』長徳（年（（（（）（（/（（条 病の知らせにより、内から罷出。

（（ 藤原成房 行成（従兄弟） （ 『権記』長保元年（（（（）（/（、同（年（/（0、同（
年（/（（条　　　　　　　 病により馳参。

（（ 藤原行成 正光（祖父の兄弟の子） （ 『権記』長保元年（（（（）（/（条 行成の蔵人頭辞任について問う。

（（ 行成の小児 行成（父） （ 『権記』長保元年（（（（）（（/（、同（年（（/（（、
寛弘元年（（00（）閏（/（（条 病により、退出。

（（ 藤原兼家女 道長（兄妹） （ 『権記』長保（年（（00（）（/（（条 尼になったのを受けて、道長が訪う。
（0 居貞親王 道長（母の兄弟） （ 『権記』長保（年（（00（）（/（条、同（年（/（条 病により東宮に参る。

（（ 藤原彰子 道長（父） （
『権記』長保（年（（00（）（/（（、『御堂』寛弘元
年（（00（）（/（（、同（年（0/（、同（年（/（0、長
和元年（（0（（）（/（、（/（（、（/（条

病により参入。

（（ 藤原成房室・乳母 行成（成房の従兄弟） （ 『権記』長保（年（（00（）（/（条 成房出家を受けて、室らを訪う。
（（ 為尊親王 冷泉上皇（父） （ 『権記』長保（年（（00（）（/（条 病が重く出家することを告げる。
（（ 為尊親王 道長（母の兄弟） （ 『権記』長保（年（（00（）（/（条 病のため出家したのを受けて、参る。
（（ 藤原永頼 実資（姉妹の子） （ 『小右記』寛弘（年（（00（）（/（（条 面会の際、出家の意向を述べる。
（（ 源倫子 道長（夫） （ 『権記』寛弘（年（（00（）（/（（条 病のため、土御門殿に渡る。
（（ 敦道親王 道長（オジ） （ 『権記』寛弘（年（（00（）（0/（条 危篤により参上するも、まもなく死去。
（（ 藤原寛子 道長（父） （ 『御堂』寛弘（年（（00（）（/（条 病を見舞う。
（（ 敦成親王 道長（祖父） （ 『御堂』長和（年（（0（（）（/（0条 敦成親王の病を受けて、馳参。
（0 禎子内親王 道長（祖父） （ 『御堂』長和（年（（0（（）（/（（条 内親王の病を受けて、大内に参る。
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（（ 藤原頼通 道長（父） （ 『御堂』長和（年（（0（（）（（/（（、『小右記』万
寿元年（（0（（）（/（（条 病を見舞う。

（（ 藤原妍子 道長（父） （ 『御堂』長和（年（（0（（）（/（（、『小右記』万寿
元年（（0（（）（/（（、同（年（（0（（）（/（（条 病を見舞う。万寿（年（月最期を看取る。

（（ 藤原穆子 道長（女婿）、源倫子（娘） （・（ 『御堂』長和（年（（0（（）（/（条 重病の知らせにより見舞う。
（（ 有明親王女 藤原実成（子） （ 『御堂』長和（年（（0（（）（（/（（条 母の重病。五節舞姫献上の障りを申す。

（（ 藤原道長 頼通ら諸子 （ 『御堂』寛仁（年（（0（（）（/（条 道長中宮参入の際、胸病が悪化。道長の子
参集。

（（ 藤原道長 頼通（子） （ 『左経記』寛仁（年（（0（（）（/（0条、『小右記』
同年（/（（、万寿（年（（0（（）（（/（（条 病の道長のもとに参る。

（（ 藤原道長 源経頼（兄弟の子） （ 『左経記』寛仁（年（（0（（）閏（/（（条 病により、参上。※経信のオバは道長室・
源倫子。

（（ 藤原頼通 源経頼（従兄弟） （ 『左経記』寛仁（年（（0（（）（/（（、同年（/（、万
寿（年（（0（（）（/（（、長元（年（（0（（）（/（0条 病の頼通のもとに参る。

（（ 藤原道長 家子卿相 ― 『小右記』寛仁（年（（0（（）（/（（、同（年（/（条 病の道長のもとに馳参。
（0 藤原行成女 源経頼（夫） （ 『左経記』寛仁（年（（0（（）（/（（条 室家の病により、外出せず。
（（ 敦良親王 道長（祖父） （ 『御堂』寛仁（年（（0（（）（/（（条 親王の病を知り、馳参。
（（ 藤原道長 彰子（娘） （ 『小右記』寛仁（年（（0（（）（/（～（条 道長の見舞いに訪れようとするが辞退。

（（ 藤原道綱 室・息等 （・（ 『小右記』寛仁（年（（0（0）（0/（条 （0/（。臨終の道綱出家を企図。法性寺参籠
を勧める。

（（ 藤原実資 資平（養子） （ 『小右記』治安（年（（0（（）（/（（条 病を訪うためにやってきたヵ。
（（ 藤原資房 実資（祖父） （ 『小右記』治安（年（（0（（）（/（～（条 重病の孫を訪う。

（（ 源時叙 道長（義理の兄弟）・
頼通（義理の兄弟の子） （ 『小右記』万寿元年（（0（（）（/（条 腫物を見舞う。

※時叙の兄妹が道長室源倫子

（（ 藤原威子 源経頼（従兄弟） （ 『 左 経 記 』 万 寿（年（（0（（）（/（、（/（（、（/（、
（/（、長元元年（（0（（）（/（（条 病により馳参。

（（ 藤原道長 源経頼（兄弟の子） （ 『左経記』万寿（年（（0（（）（/（0、（/（（ 病の道長のもとに参る。
（（ 藤原頼宗 資平（姻戚） ― 『小右記』万寿（年（（0（（）（/（（条 簾中に呼び入れられ、几帳を隔てて会話。
（0 藤原妍子 頼通・教通（兄弟） （ 『小右記』万寿（年（（0（（）（/（（条 最期を看取る。斉信も同席。
（（ 藤原資平 資房母（妻） （ 『小右記』長元元年（（0（（）（/（（条 資房（子）が資房の妻（三井寺の尼）を召喚。

（（ 源倫子 頼通（子） （ 『 左 経 記 』長 元（年（（0（（）（/（（、長 久 元 年
（（0（0）（/（0、『春記』永承（年（（0（（）閏（/（（条 病により、参上。

（（ 源倫子 教通（子） （ 『左経記』長元（年（（0（（）（/（（条 病により、参上。
（（ 源倫子 彰子・威子（子） （ 『左経記』長元（年（（0（（）（/（（条 病により、鷹司殿に渡る。

（（ 源経相 藤原資房（婿） （ 『春記』長暦（（（0（（）（0/（、（0/（条 病のため、宿泊。危篤に際し出家を勧め遺
言を聞こうとするも、経相は拒絶。

（（ 藤原資房 顕家（従兄弟） （ 『春記』長暦（（（0（（）（0/（条 見舞いに訪れるが、資房は他の者で対応。

（（ 藤原資房 資頼（オジ） （ 『春記』長暦（（（0（（）（0/（条 見舞いに訪れ、会話。※資房は祖父・懐平
の子、父・資平の兄弟。

（（ 藤原資房 資平（父） （ 『春記』長暦（（（0（（）（0/（条 見舞いにやってくる。
（（ 源経相 経宗・経季（子） （ 『春記』長暦（（（0（（）（0/（条 経相の病床に滞在。

（0 源経相 経相妻（妻） （ 『春記』長暦（（（0（（）（0/（条 部外者に重病について知らせず、妻のみと
忍んで病に苦しむ。

（（ 藤原資房 経任（オジ） （ 『春記』長暦（（（0（（）（0/（条 病を見舞う。　※経任は父・資平の兄弟。

（（ 藤原実資 資房（孫） （ 『 春 記 』 長 久 元 年（（0（0）（/（、（/（（、（/（0、
（/（（、長久（年（/（（条 病の実資のもとに参る。

（（ 藤原資平 資房（子） （ 『春記』長久元年（（0（0）（/（（、（/（（、（/（（、
永承（年（（0（（）閏（/（（条 病の資平のもとに参る。

（（ 藤原通房 頼通（父） （ 『春記』長久元年（（0（0）（/（（条 （（日から病のため、通房のもとに滞在。

（（ 後朱雀天皇 教通（義父） （ 『春記』長久元年（（0（0）（/（条 病により、参内。　※教通女（生子）は後
朱雀の女御。

（（ 藤原経任 資房（兄弟の子） （ 『春記』長久元年（（0（0）（（/（（条 招きあり。修理大夫を辞する旨を通達。

（（ 藤原定頼 資平（祖父の兄弟の子）　
資房（祖父の兄弟の孫） ― 『春記』長久（年（（0（（）（/（（条 病を見舞いに、長谷に向かう。　

（（ 藤原良頼 頼宗（祖父の兄弟の子） ― 『春記』永承（年（（0（（）（/（条 病により、宇治に向かう頼通と別れ、帰京。
※良頼は道隆の孫、隆家の子

（（ 藤原彰子 頼通（兄妹） （ 『春記』永承（年（（0（（）（/（条 重病のため、祗候。

（0 後冷泉天皇 頼通（義父）
御傍親人々 （ 『春記』永承（年（（0（（）（/（条 病により、祗候。※後冷泉皇后は藤原寛子

（頼通女）。
（（ 藤原寛子 師実（兄妹） （ 『水左記』治暦（年（（0（（）（/（0条 病のため、参内。
（（ 藤原彰子 教通（弟） （ 『土右記』延久元年（（0（（）（/（（条 背中の腫れが悪化。参上。
（（ 源俊房 顕房（弟） （ 『水左記』承暦元年（（0（（）（/（（条 疱瘡を見舞う。
（（ 源基綱 経信（父） （ 『帥記』永保元年（（0（（）（/（条 ここ数日病のため、基綱の洞院亭に参向。

（（ 藤原賢子 師実（養父）
源麗子（養母） （ 『後二条』応徳元年（（0（（）（0/（（条 病により、参内。

※出典の表記は適宜省略した。召喚者と被召喚者の姓が同じ際や著名な人物の場合も同様に姓を省略。
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An Attempt to Reconstruct the Family Tree  
of the Ōtomo Clan

UEMURA, Masahiro

 The Family Tree of the Ōtomo Clan is found in Ōtomo-Keizu and Tomo-Shi-Keizu and 

is included in Gunsho Ruijū；however, these contain many errors and are thus unreliable. 

As indicated in previous work（Ōtomo no Komaro and the Development of Political History 

During the Nara Period；Cultura Antiqua：The Paleological Association Of Japan, 67-2, 

2015）, Ōtomo no Komaro was a trusted vassal of Empress Kōmyō, and being appointed as 

a vice-envoy in a diplomatic mission to Táng China and as a benkan（official of Daijō-kan）, 

his progeny from his son Tsuguhito to his great-grandchild Yoshio were “reproduced 

aristocratic bureaucrats.” Thus, clarifying his genealogical position will elucidate his political 

position.

Komaro, the focus of this study, is referred to as the “nephew” of Tabito in the No. （（（ 

commentary of Book （ of the Man'yōshū. However, there are conflicting views concerning 

whether this word refers to the child of a brother or the child of a cousin, and no clear 

consensus has been reached. According to the article in Man'yōshū, Governor General（dazai 

no sochi）Tabito, who was on the verge of death, summoned Inakimi, his “younger brother 

born of a concubine,” and Komaro, his “nephew,” to Dazaifu. An examination of the use of 

the word “nephew” in works such as Rikkokushi and Kokiroku reveals that it was most 

common to use the term in reference to the child of a brother. Moreover, we verified this 

view by examining the number of family members who were invited to the deathbed of a 

person in ancient times. In the present study, we examine not only the genealogical position 

of Komaro, but also the problematic positions of Michitari, Surugamaro, and Emaro. Related 

persons and the blood relationships of the （th-century Tomo no Yoshio are also mentioned 

in an attempt to reconstruct the Otomo Clan’s family tree.


